
 

 

 

 

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会 

 

 

生活福祉資金緊急小口資金等の特例貸付金償還（返済）猶予について 

 

先般、償還開始のご案内をさせていただいたところですが、令和 4年 10 月 28 日、厚生労働省におい

て、緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援として、一部制度改正がなされたこと

を受けまして、下記のとおり償還（返済）猶予の取扱いを実施することといたしました。 

 つきましては、償還（返済）猶予を希望される場合は、同封しております別紙「生活福祉資金貸付制

度における緊急小口資金等の特例貸付金償還猶予申請書」（以下、「償還猶予申請書」という。）及び添付

書類、「家計収支表」、「生活状況アンケート」を下記までご送付いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

 なお、申請いただいた後、本会にて審査し、結果について通知させていただきます。 

 

記 

 

１．対象となる緊急小口資金等の特例貸付の資金種 

  ※猶予申請書に記載しております。 

 

２．償還（返済）猶予期間  

償還（返済）猶予の決定を受けた日から１年間となります。 

※償還（返済）猶予とは、償還（返済）が開始される日を延ばす、もしくは償還（返済）が開始さ 

れている場合は、償還期限を延ばすことになります。 

※償還（返済）免除とは異なります。 

※償還（返済）猶予の開始は、償還（返済）猶予の決定月の翌月から開始されます。 

※裏面に参考例を記載していますので、ご確認ください。 

 

３．償還（返済）猶予の要件 ※以下の①～⑥のいずれかに該当することが要件となります。 

  ①地震や火災等に被災した場合 

②病気療養中の場合 

③失業または離職中の場合 

④奨学金や事業者向けのローン（住宅ローンを除く）など、他の借入金の償還（返済）猶予を受け 

ている場合 

⑤自立相談支援機関に相談を行った結果、当該機関において、償還（返済）猶予を行うことが適当 

であるとの意見を受けた場合 

⑥上記と同程度の事由により、償還（返済）することが著しく困難である場合 

※岡山県社会福祉協議会会長が認める場合に限る。本会による面談等を行います。 

申請される際は、申請書と一緒に、該当する要件が確認できる書類を添付していただきます。 

確認できる書類については、償還猶予申請書裏面に記載しています。 

 

 

 

 

 

４．留意事項 

  ○償還猶予の申請は、償還（返済）期限（返済期間終了日）の 3か月前までとなります。 

  ○申請書類の提出は、以下の「岡山県社会福祉協議会 償還事務処理センター」になります。 

   それ以外に送付された場合は、受付できませんのでお間違いないようにお願いいたします。 



 

   また、郵便事故防止のため、配達記録郵便などの記録が残る方法で郵送いただきますよう、お願

いいたします。 

  ○申請書類は、温度変化によりインキが無色になる特殊な性質を持ったインキを搭載するボールペ 

ン等は、使用しないでください。（例：フリクションインキを搭載したボールペン等）  

○記入した特例貸付金償還猶予申請書はコピーしたものでなく原本を提出いただき、各自、控えを 

おとりください。 

５．見守り支援について 

  ○猶予決定後、家計収支表や生活状況アンケートの提出や面談などにより困りごとの相談や自立 

した生活に向けたお手伝いを社会福祉協議会が実施します。猶予終了時点で償還が困難と判断 

された場合は免除の審査や面談を実施する場合もあります。 

６．申請書等送付先・問い合わせ先 
 

岡山県社会福祉協議会 償還事務処理センター 

〒700-0826 岡山市北区磨屋町 1 番 6号 岡山磨屋町ビル 7階  
  ＴＥＬ.０５０－５５２６－９４７９ （平日 9:00-17:00） 

※電話番号のお間違えのないよう、お願いいたします。 

※特定記録など配達記録の残る方法で郵送をお願いしております。普通郵便で送付された場合、 

 郵便事故などの調査ができないため再度提出をいただく場合があります。 

 

 

 償還（返済）猶予における参考例  

【償還（返済）が開始されている場合】※緊急小口資金特例貸付（24 回払）の場合 

現在 

   R4.7                                     R6.6 
                

  償還開始→→→→→→→→→→→→→→ 24 回（2 年間）→→→→→→→→→→→→→償還期限 

 

 償還（返済）猶予決定  ／（R4.12 月申請、R5.1 月償還猶予決定、R5.2 月償還猶予開始） 

   R4.7      R4.12   R5.1  R5.2          R6.2                       R7.6 
            

償還開始    猶予申請 決定 1 年間   

 償還期間（7 か月） 償還猶予期間 償還期間（17 か月）  

※償還猶予までの償還期間：7か月（R4.7 月～R5.1 月） 

※償還猶予終了後からの償還期間：17か月（R5.2 月～R7.6 月） 

 

【償還（返済）が開始前の場合】※緊急小口資金特例貸付（24回払）の場合 

現在（据置期間中） 

            R5.1                             R6.12 
                

  据置期間中    償還開始 →→→→→→→→ 24 回（2年間） →→→→→→→→  償還期限 

 

 償還（返済）猶予決定  ／（R4.12 月申請、R5.1 月償還猶予決定、R5.2 月償還猶予開始） 

            R4.12   R5.1    R5.2         R6.2                       R7.12 
            

猶予申請 決定 1 年間   

据置期間中 
償還期間 

（1 か月） 

償還猶予期間 償還期間（23 か月）  

※償還猶予までの償還期間：1か月（R5.1 月） 

※償還猶予終了後からの償還期間：23か月（R6.2 月～R7.12 月） 


